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平成２０年版 割賦販売法の解説 正誤表 
 

「平成２０年版 割賦販売法の解説（平成２１年１０月３０日 第１刷発行）」に誤植がございました。ご迷惑お

かけいたしましたこと、謹んでお詫び申しあげます。つきましては、本正誤表をご確認の上、訂正をお願いいたし

ます。 

                                                           

ページ 箇所 誤 正 

Ｐ９１ 【解説】二 ２行目 施行令第３５条第１項第２号 施行令第３４条第１項第２号 

Ｐ９９ 【解説】二 １ 施行規則第８条第４項 施行規則第２１条第４項 

Ｐ１０９ 

下から２行目 （ ）

内 

（施行規則第２８条第１項第４号及び第

２項） 

（施行規則第１４０条第１項第４号及び

第２項） 

Ｐ１２０ 三 第４項は第３条第４項 第３項は第３条第４項 

Ｐ１８４ 下から２行目 ５０万円以下 １００万円以下 

Ｐ１９２ 枠内１０ 施行規則第８３条 施行規則第８１条 

Ｐ１９２ 枠内② 与信契約の締結の年月日 与信契約の申込みの年月日 

Ｐ１９３ 枠内１０ 施行規則第８１条 施行規則第８３条 

Ｐ１９３ 枠内② 与信契約の申込みの年月日 与信契約の締結の年月日 

Ｐ２４６ 

下から６行目 三 三 本条の規定に違反した個別信用購入

あっせん業者は、改善命令の対象となり

（第３５ 条の３の２１）、その命令に違

反した者は１００万円以下の罰金に処せ

られる（第５１条の６第２号）。 

削除 

Ｐ４６７ 

第三条 見出し 第三条 法第七条の政令で定める指定商

品は、別表第一に掲げる指定商品（ 同表

第一号、第四十三号及び第四十四号に掲

げるものを除く。）とする。 

（所有権に関する推定に係る指定商品） 

第三条 法第七条の政令で定める指定商

品は、別表第一に掲げる指定商品（ 同表

第一号、第四十三号及び第四十四号に掲

げるものを除く。）とする。 

Ｐ４９４ 

第六条の表と第七条

の間 

 （第六条第一項第四号と同条第二項

を追加する） 

四 日本工業規格Ｚ八三〇五に規定す

る八ポイント以上の大きさの文字及

び数字を用いること。  

２ 前項の規定は、法第三条第二項 の割

賦販売の場合に準用する。この場合に

おいて、前項中「第一条第一項第二号」

とあるのは、「第二条第一項第一号」と

読み替えるものとする。 

Ｐ５７４ 

第十一条の下  （第十六条の別記算式を追加する） 

別記算式 

 

 

 

 

この式の計算は、額面金額１０円ごと

に行ない、発行の日から償還の日までの

年数および発行の日から供託の日までの

年数について生じた一年未満の端数なら

びに額面金額と発行価額との差額を発行

の日から償還の日までの年数で除した金

額について生じた一銭未満の端数は、切

額面金額 - 発行価額 
発行の日から償還の日までの年数 

の日から供託の日までの年数＋４） 

 

× (発行 
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Ｐ５７４ 

第十一条の下  （第十六条の別記算式を追加する） 

別記算式 

 

 

 

 

この式の計算は、額面金額１０円ごと

に行ない、発行の日から償還の日までの

年数および発行の日から供託の日までの

年数について生じた一年未満の端数なら

びに額面金額と発行価額との差額を発行

の日から償還の日までの年数で除した金

額について生じた一銭未満の端数は、切

り捨てる。 

 

額面金額 - 発行価額 
発行の日から償還の日までの年数 

の日から供託の日までの年数＋４） 

 

× (発行 


